
《｢災害に備える日｣における取り組み》

平成２４年４月から毎月５日を「災害に備える日」とし、各警察署などで災害に備え

た訓練や防災意識を高める活動を行っています。

◆ これまでに行った主な活動

・ 救出・救助、災害用資機材の取扱訓練

・ 電光掲示板を活用した防災広報

・ 大型量販店での写真パネル展等の開催

・ 小･中学校などにおける防災講話

救出･救助訓練 災害用資機材の習熟訓練

電光掲示板による防災広報 写真パネル展


